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今シーズン 累計 4 例家禽飼養農場

12月22日～12月27日

〇家禽の高病原性鳥インフルエンザ
きん

家禽：家畜伝染病予防法対象の鶏、うずら、あひる、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥のこと

今回は、家禽飼養農場での発生はありませんでした

今シーズン 野鳥 累計 80例 （１都１道1府18県）

全国の野鳥 計８件

〇野鳥の高病原性鳥インフルエンザ

他 福岡県、青森県、鹿児島県、
大阪府、高知県で発生

北海道 1件

道内野鳥

○例目
回収日

回収

場所
種名

33 12月19日 えりも町 ハシブトガラス

○家禽・野鳥を除く 飼養されている「飼養鳥」でも発生
【モモアカノスリ 兵庫県 1例】 累計 2例

きん



北海道後志家畜保健衛生所

〒０４４－００８３ 虻田郡倶知安町字旭１５番地

Ｔ Ｅ Ｌ ： ０ １ ３ ６－２２－２０ １ ０ Ｆ Ａ Ｘ ： ０ １ ３ ６－２２－ １ ５５４

時間外緊急連絡先：０９０－１６４０－２４２９

★農場や鶏舎に出入りする際の消毒の徹底（長靴、資材、車両等）

★防鳥ネットの設置と鶏舎の破損部の点検・修繕を徹底

★鶏舎専用長靴の使用と消毒、鶏舎周囲は定期的に消石灰で消毒

★殺鼠剤や粘着シート等で定期的に鶏舎内のねずみ駆除

★毎月の自己点検の実施、不備がある場合は直ちに改善

★異常家きんの早期発見、早期通報の徹底
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異状をみつけたら、すぐ連絡

畜産関係者の海外渡航の自粛のお願い

病原体の持ち込み防止

年末年始で人やモノの動きが活発になります！

高病原性鳥インフルエンザにご注意

立入禁止看板の設置などにより関係者以外の立ち入りを防ぐとともに
以下の点について、改めて徹底をお願いします。


